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概 要

本稿は，夫の家事育児参加が出産行動にどのような影響を与えるのか，また夫の家事

育児協力がどのような要因によって決まるのかを考察する．既存研究では，女性の育児と

仕事の両立が可能な環境にある場合，出生率と女性の労働参加率の間には正の関係がある

ことが指摘されている．両立支援策としては保育サービスの整備や育児休暇取得の促進等

が挙げられるが，夫による家事育児協力も重要であろう．実証分析の結果，明らかになっ

た点は以下の点である．夫の家事育児協力は出生率と女性労働参加率の負の関係を変化さ

せないが，出生率に対して一定の正の効果をもたらす．夫婦間の家事育児分担比率を決定

するのは，基本的には夫婦間の労働市場における比較優位性（男女間賃金格差）であるが，

育児分担については夫の時間制約が強く影響している．男性についての育児休業取得の推

進など時間制約を緩和する政策は，夫婦間の家事育児分担比率を最適化する上で有効な施

策であり，出生率を上げることも期待できる．

1 はじめに

これまで，主要先進国の出生率は総じて減少傾向にあったものの，近年フランスやスウェー

デンなどいくつかの国では出生率が上昇に転じている（図 1）．先進国で出生率が減少して

きた理由としては様々な要因が考えられるが，とりわけ女性の労働市場への参加が進む中で，

出産育児のために今まで勤めてきた会社を辞めなければならないこと（出産育児の機会費用）

が重要な原因として指摘されている．女性の能力が向上し労働市場における評価が向上すれ

ば，あるいは Galor and Weil (1996)のモデルにあるような女性労働と補完的な資本の蓄積

が進むことによって女性の労働生産性が向上すれば，出産育児に伴う機会費用は大きなもの

となり，出生率を減少させることになる．

一方で，出生率が上昇に転じた国々の特徴は，女性が仕事を続けながら同時に出産育児に

取り組むことができるような環境が整備されている点にある (Sleebos, 2003)．すなわち，出

産育児のために仕事を辞めなければならないという状況をなくすことで，女性の労働参加と
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図 1: 合計特殊出生率の推移
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出所：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集 2008」

出生率の負の関係（トレードオフ関係）を消滅させることができる1．Apps and Rees (2004)

やMart́ınez and Iza (2004)は保育サービスの整備により，女性の労働参加と出生率の間の負

の関係が消滅すると指摘している．わが国においても森田 (2002)は保育所の定員率が妻の就

業確率を有意に高めていることを示し，加藤 (2000)や滋野・大日 (1999)は保育サービスの存

在が出生率に正の影響を与えることを見出している．また，育児休暇の取得促進等の政策も，

このトレードオフ関係を消滅させることに貢献する．樋口 (1994)，滋野・大日 (1998)，森田・

金子 (1998)は育児休暇制度の普及が女性の就業継続に寄与するとし，滋野・松浦 (2003)は

育児休業制度が存在する企業では第一子出産確率が 20%程度上昇することを示した．

これまでの既存研究において，仕事と育児を両立できる環境の整備が，女性の労働参加率

の上昇を前提とした下での，出生率の低下阻止または上昇に有効であることがわかった．保

育サービスの整備などの社会や地域による支援，育児休暇の取得促進などの企業の協力も重

要であるが，本稿では，出産育児を控える女性にとってより身近な存在である，夫の家事育

児への協力が出産行動に与える影響について議論する．夫の家事育児協力は政府や企業によ

る両立支援策と同様に，出生率を増大させる効果があるのかどうかを検討する．

また本稿は，夫の家事育児への協力がどのような要因によって決まるのかについても議論

する．労働市場において未だ男女間賃金格差が存在する現状を所与とするならば2，単位時

1負の関係が消えただけでなく出生率が上昇に転じた理由としては，女性の所得の向上が子供を多く持つ余裕を

生むという所得効果の存在を指摘できる．
2厚生労働省「平成 17年賃金構造基本統計調査」によれば，わが国の一般女性労働者が受け取る平均的な賃金は，

一般男性労働者の 66%であり，他の先進国と比較すると依然として大きい男女間賃金格差が存在することが示され

ている．
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間あたりでより多く稼げる夫が市場で働き，妻が家事労働を負担することは，少なくとも経

済学的には合理的な分業の形態である．しかし，このような男女間の労働市場における比較

優位性以外の原因によって，最適な分業形態がゆがめられているのであれば，家計の厚生が

最大化されていないという意味で，経済学的な視点からも非合理的であり，制約を取り除く

ことで厚生が改善される余地があるといえる．本稿では，夫の家事育児協力は基本的には比

較優位の行動原理に従っているけれども，とくに育児協力については，夫の労働時間や通勤

時間の制約が大きいことをデータを用いて示す．このことは男性の育児休暇取得の促進など，

男性についても仕事と育児の両立を促す政策が家計の効率的家事育児分担に有効な政策であ

ることを示唆する．

夫の家事育児協力が妻の就業継続や出生率に与える影響を論じた先行研究として，松田

(2004, 2005)があるが，本稿では，家事育児協力に関連する各種の変数の個別の効果をより

詳細に抽出している．また，家事育児協力変数間の多重共線性の問題を回避するために，主

成分分析の手法に基づいて推定された変数を使用し，通常の変数を用いたケースとの比較を

試みている．これらの推定作業によって，より明確に，夫の育児分担については夫の労働市

場における時間制約が影響していることを示している．

本稿の構成は以下の通りである．第２章では，夫の家事育児協力が出生率に与える影響を

データを用いて分析する．第３章では，家計にとっての最適な家事育児分担と労働市場にお

ける男女間賃金格差の関係をモデルを用いて明らかにする．また，夫の家事育児協力が実際

にはどのような要因で決定されているのかをデータを用いて分析し，理論モデルの結果との

比較を行う．第４章は本稿の分析によって得られた結果をまとめる．

2 夫の家事育児協力が出産行動に与える影響

2.1 データ

本稿では，データセットとして，日本家族社会学会全国家族調査委員会による「家族につ

いての全国調査，2004」を用いる．当該データセットは本稿で議論したい夫の家事育児協力

に関する変数について，「食事の準備」や「掃除」等の各家事労働に単に夫が協力しているか

どうかだけではなく，一週間あたりで見て，夫が何回，妻が何回その家事労働を行うのかと

いう情報が含まれている．そのため，夫の家事育児協力について他のデータセットよりも詳

しい数値化が可能であり，本稿の目的に照らして良好な性質を持っている．調査対象は 28歳

から 77歳までの男女で，全サンプル数は 6,302人である．ただし，本稿においては出産行動

の分析に用いるために，既婚者でありかつ，妻の年齢が出産可能年齢（15歳以上，49歳以

下：合計特殊出生率の定義に準拠）である場合に分析を限った．また，説明変数や被説明変数
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に「夫の育児協力」の変数を用いる場合には，子供が一人以上いる家計に分析を限っている．

図 2は，本稿で注目する夫婦間の家事育児労働について，週あたりの平均負担回数を表し

たものである3．夫の家事負担は週に一回程度，育児負担は週に二回程度と低く，家事育児労

働の多くの部分が女性によって負担されている．本稿では，夫の週あたり家事育児協力回数

を夫婦の週あたり合計家事育児回数で除したものを，夫の家事育児協力を表す変数として用

いる．

図 2: 夫婦間の家事育児分担

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

食事の用意

食事の後片付け

買い物

洗濯

掃除

子供と遊ぶ

子供の世話

週あたり（回数）

夫 妻

使用データ：「家族についての全国調査，2004」．全サンプル：妻が出産可能年齢である家計，「子供と遊ぶ」「子供の

世話」については，妻が出産可能年齢であり一人以上の子供を有する家計．

2.2 夫の家事育児協力と出産行動

夫の家事育児協力が出産行動に与える影響を見るため，「問 24 子供を（もう一人）欲しいと

思いますか」に対する回答を被説明変数とし，夫の家事育児協力を表す変数に回帰させる．こ

の質問に対する回答は「絶対ほしくない」「あまりほしくない」「どちらとも言えない」「ほし

い」「絶対にほしい」の 5段階の選択肢となっているが，この 5段階の選択肢に，−2,−1, 0, 1, 2

をそれぞれ当てはめて，順序プロビットモデルによる分析を行った．なお，回答者の男女の別

については区別せず，説明変数側でコントロールしている．回答者の男女比は，男性 41.8%，

3家事育児労働の項目名は，本稿では一部省略して記述している．省略した項目名と実際の質問項目名との対応

は次の通り，「買い物：食料品や日用品の買い物」「掃除：そうじ（部屋，風呂，トイレなど）」「子供と遊ぶ：子ども

と遊ぶこと」「子供の世話：子どもの身の回りの世話」．
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女性 58.2%であった．

ここで用いた被説明変数は家計に「子供がもう一人欲しい」かどうかという希望を問うた

ものであって，実際に子供を生むかどうかとは別問題であり，出生率を代理できるような変

数ではない．また，意識変数を被説明変数とすることによる曖昧さの問題があることも否定

できない．しかし，少なくとも「子供がもう一人欲しい」と思うことは子供を産むことの必

要条件である．また，意識変数を被説明変数として用いる曖昧さを回避するためには，たと

えば第一子出生確率または第二子出生確率を被説明変数とすることが考えられるが，この場

合は，子供がいるから夫が家事育児を手伝っているという逆の因果関係を排除することが非

常に難しい．「子供がもう一人欲しい」かどうかは将来のことを尋ねているので，時間的な前

後関係から因果関係の方向を限定することができるというメリットがある．よって本稿では

この変数を用いた分析を行う．

表 1に分析結果を示した．まず，妻の就労が「子供がもう一人欲しい」に与える影響は負

であるが有意ではない．子供を産むことによる機会費用（女性がいままで勤めていた会社を

辞めなくてはいけないことによる損失）の観点からは，係数が負であることが予想されるが，

共働きにより多くの子供を養えるという所得効果の存在 (Galor and Weil, 1996)や，仕事と

家庭の両立支援策がこの負の関係を弱めるという指摘があり，Sleebos (2003)はOECD諸国

のクロスカントリーデータを利用した分析で，この関係が最近では正に転じたことを実証し

ている．以上を考慮すれば，負であるが有意ではないという本稿の実証結果は妥当なものと

いえる．

夫の家事育児協力の中では「子供の世話」が正で有意となっている．夫が子供の世話をよ

くするほど「子供がもう一人欲しい」と答える確率が高いという結果であり，直感に整合的

である．その他の変数は有意ではないが，変数間の多重共線性により変数どうしによる説明

力の奪い合いが生じた可能性がある．この点について次節以降で主成分分析を用いた検討を

行う．

夫の家事育児協力は，保育サービスの整備や育児休暇の取得促進と同様に，女性の仕事と

家庭の両立を促すことで，妻の就労と「子供がもう一人欲しい」の間の負の関係を消滅させ

る方向に働くと考えられるが，本稿の分析に関する限り，このことを示唆する結果は得られ

なかった．夫の家事育児協力は，妻が仕事を辞めなくてもよいということを経由して，「子供

がもう一人欲しい」かどうかに影響しているのではなく，直接に子供を持ちたいという希望

を高めている．
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表 1: 「子供がもう一人欲しい」の要因分析

順序プロビットモデル

子供がもう一人欲しい

妻：就業中 -0.009 -0.017 -0.022 -0.030

[0.15] [0.29] [0.36] [0.48]

妻：年齢 -0.162 -0.166 -0.133 -0.136

[2.14]** [2.17]** [1.75]* [1.77]*

妻：年齢×年齢 0.001 0.001 0.001 0.001

[1.41] [1.45] [1.12] [1.14]

妻：学歴（中卒）

高卒 0.189 0.182 0.180 0.175

[0.95] [0.93] [0.89] [0.87]

短大卒 0.290 0.283 0.269 0.266

[1.47] [1.45] [1.34] [1.33]

大卒 0.265 0.256 0.218 0.213

[1.29] [1.25] [1.04] [1.02]

既存の子供の数 -0.553 -0.554 -0.543 -0.545

[12.25]*** [12.33]*** [12.02]*** [12.12]***

回答者が妻 -0.232 -0.190 -0.229 -0.202

[4.03]*** [1.90]* [3.91]*** [1.99]**

（夫の家事育児協力）

食事の準備 -0.130 -0.128

[0.51] [0.50]

食事の後片付け 0.041 0.041

[0.18] [0.18]

買い物 0.078 0.077

[0.44] [0.43]

洗濯 -0.210 -0.215

[0.91] [0.93]

掃除 0.206 0.208

[1.09] [1.10]

子供と遊ぶ 0.064 0.064

[0.43] [0.43]

子供の世話 0.685 0.686

[3.54]*** [3.54]***

（世帯の性質）

父母同居 0.033 0.041

[0.46] [0.58]

祖父母同居 -0.037 -0.074

[0.17] [0.36]

世帯所得 0.008 0.005

[0.53] [0.34]

サンプル数 1405 1405 1405 1405

疑似決定係数 0.092 0.092 0.097 0.097

括弧内は z 値の絶対値．有意水準：*10%，**5%，***1%．

全サンプル：妻が出産可能年齢であり一人以上の子供を有する家計．
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2.3 主成分分析

前節の分析では「子供がもう一人欲しい」かどうかを夫の家事育児協力を表す変数に回帰

したが，家事育児協力を表す変数について，内部で相関関係があることが懸念される．たと

えば「食事の準備」と「食事の後片付け」はセットで行っている可能性がある．実際に，こ

の二項目についての相関係数は .518であり（表 2），かなり高い．また表 2に示された相関

係数は全て正であり，個別の家事育児労働に対する協力に加えて「家事育児全般に協力する

かしないか」も重要な情報であると考えられる．家事育児協力変数内部での相関関係により，

前節の推定は深刻な多重共線性の問題に直面している．正の相関を持った変数どうしが説明

力を奪い合って，重要な効果を見逃す危険がある．

表 2: 夫の家事育児協力変数間の相関行列

相関係数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

１．食事の準備 1.000

２．食事の後片付け 0.518 1.000

３．買い物 0.445 0.404 1.000

４．洗濯 0.426 0.453 0.336 1.000

５．掃除 0.382 0.427 0.374 0.506 1.000

６．子供と遊ぶ 0.172 0.147 0.212 0.118 0.203 1.000

７．子供の世話 0.343 0.329 0.349 0.336 0.365 0.406 1.000

この問題を回避する一つの方法は，変数の加重和によって新たな変数を定義しなおすこと

である．各変数に対するウエイトについては田中・脇本 (1983)第二章を参考に主成分分析の

手法を用いて定める．主成分分析では，K 個の変数 xk から新変数 z =
∑K

k=1 λkxk を作成す

るときのウエイト λk を次のように設定する．

λk = arg max
λk

V (z) s.t.
K∑

k=1

λ2
k = 1

ウエイト λk は新変数 zの分散 V (z)を最大化するように設定される．これはできるだけ多く

の情報を元変数 xから抽出するためである4．このようにして得られた z を第一主成分と呼

ぶ．元変数 xから第一主成分の影響を除いた残差について同様の操作を繰り返し，以下第二，

第三主成分が順に定義される．定義から明らかなように主成分の個数は高々K個であり5，互

いに独立である．表 3は，家事・育児変数について主成分の抽出を行った結果である．第一

から第七主成分が元変数のどのような加重和によって構成されているかを示す．
4たとえば数学と英語の試験結果の加重和から，学力という新しい指標を作成するとき，数学の試験結果が全員

同じ点数であったならば，数学の試験結果からは学力についてなんの情報も得ることができない．主成分分析では

このような場合，数学の試験結果にウエイトをおかず，分散が大きい英語の試験結果にウエイトをおいて学力とい

う新しい指標を作成する．
5主成分分析は K 次元空間上の点 (x1, x2, . . . , xK) を新たに設定した座標軸に射影することに等しい．K 次元

空間上の点は高々K 個の座標により完全に記述することができる．

7



第一主成分は全ての変数についてほぼ等しく正のウエイトが割り当てられており「家事育

児全般に対する協力」を表していると解釈できる．このような成分はレベル成分と呼ばれて

いるが，本稿で用いたデータについて，レベル成分が存在することは，全ての元変数が正に

相関していることからも予想されていた．第二主成分は育児関連の変数に正のウエイトが割

り当てられており，「育児への協力」を表していると解釈できる．本稿ではこの成分を「育児

成分」と呼ぶことにする．主成分の重要性は対応する固有値によって計られる．よく用いら

れる固有値 1以上基準（固有値が 1 以下であれば，元変数一個分よりも情報が少ないことを

表す）によれば，第三主成分以下は重要ではないと判断される．よって本稿では第三主成分

以下の成分については，分析にもちいても特に解釈を与えない．

表 3: 負荷行列

主成分

一 二 三 四 五 六 七

負荷行列 レベル 育児

食事の準備 0.412 -0.191 -0.394 0.386 0.012 0.393 -0.579

食事の後片付け 0.413 -0.257 -0.161 0.455 0.165 -0.590 0.394

買い物 0.383 -0.018 -0.562 -0.694 0.003 0.050 0.233

洗濯 0.399 -0.275 0.484 0.027 -0.056 0.571 0.449

掃除 0.405 -0.110 0.505 -0.369 0.289 -0.335 -0.487

子供と遊ぶ 0.232 0.782 0.012 0.150 0.523 0.158 0.117

子供の世話 0.370 0.445 0.117 0.061 -0.783 -0.177 -0.059

固有値 2.059 1.066 0.725 0.596 0.542 0.485 0.461

表 4は夫の家事育児協力変数を抽出した主成分に置き換えた場合の結果である．家事育児

への全般的な協力を表すレベル成分と育児への協力を表す育児成分は共に正で有意である．

特に家事協力について，前節の分析では，個別の家事協力は「子供がもう一人欲しい」と答

える確率に影響していなかったが，変数間の多重共線性による説明力の奪い合いが生じてい

たことが考えられる．主成分分析を用いて多重共線性の問題を回避した本節の分析では，夫

の家事育児への全般的な協力は，「子供がもう一人欲しい」と答える確率を有意に引き上げる．

「子供がもう一人欲しい」と思うことは，少なくとも実際に子供を産むことの必要条件である

ことから，夫の家事育児への参加が進めば，出生率の引き上げに対しても一定の効果がある

と考えられる．

3 夫の家事育児協力を規定する要因

前章までの分析により，夫の家事育児協力が出生率の上昇に一定の効果を持つことがわかっ

た．では，夫の家事育児協力はどのような要因によって決まるのだろうか．
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表 4: 「子供がもう一人欲しい」の要因分析（主成分）

順序プロビットモデル

子供がもう一人欲しい

妻：就業中 -0.022 -0.030 -0.032 -0.040

[0.36] [0.48] [0.54] [0.65]

妻：年齢 -0.133 -0.136 -0.142 -0.145

[1.75]* [1.77]* [1.87]* [1.90]*

妻：年齢×年齢 0.001 0.001 0.001 0.001

[1.12] [1.14] [1.20] [1.22]

妻：学歴（中卒）

高卒 0.180 0.175 0.188 0.183

[0.89] [0.87] [0.93] [0.90]

短大卒 0.269 0.266 0.290 0.285

[1.34] [1.33] [1.43] [1.42]

大卒 0.218 0.213 0.237 0.231

[1.04] [1.02] [1.13] [1.10]

既存の子供の数 -0.543 -0.545 -0.547 -0.549

[12.02]*** [12.12]*** [12.10]*** [12.18]***

回答者が妻 -0.229 -0.202 -0.221 -0.191

[3.91]*** [1.99]** [3.83]*** [1.89]*

（夫の家事・育児協力：主成分）

一　「レベル」 0.055 0.055 0.054 0.054

[3.39]*** [3.38]*** [3.33]*** [3.32]***

二　「育児」 0.074 0.074 0.071 0.071

[2.67]*** [2.68]*** [2.57]** [2.57]**

三 0.017 0.017

[0.52] [0.51]

四 -0.019 -0.019

[0.53] [0.53]

五 -0.080 -0.080

[1.93]* [1.92]*

六 -0.062 -0.063

[1.50] [1.51]

七 -0.022 -0.023

[0.52] [0.54]

（世帯の性質）

父母同居 0.041 0.039

[0.58] [0.55]

祖父母同居 -0.074 -0.058

[0.36] [0.28]

世帯所得 0.005 0.006

[0.34] [0.37]

サンプル数 1405 1405 1405 1405

疑似決定係数 0.097 0.097 0.096 0.096

括弧内は z 値の絶対値．有意水準：*10%，**5%，***1%．

全サンプル：妻が出産可能年齢であり一人以上の子供を有する家計．
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家庭内と家庭外（労働市場）への夫婦の労働配分を議論するモデルはWillis (1973)やGronau

(1976)の家庭内生産関数を用いた先駆的研究以来，多くの議論がなされているが，本章では

Willis や Gronauのアイデアを用いた極力簡単なモデルを用いることで，夫婦間分業がどの

ように決定されるのかを説明する．

3.1 設定

家計は夫M と妻 F によって構成される．家計は消費 cと家事サービス s 及び夫と妻のそ

れぞれの余暇時間 lM , lF から効用を得る．家計の効用関数 uを次のように仮定する．

u = c + s + v(lM , lF ). (1)

また，余暇から得られる効用を表す関数 vについて ∂v
∂lM

> 0, ∂v
∂lF

> 0, ∂2v
∂l2M

< 0, ∂2v
∂l2F

< 0と

稲田条件の成立を仮定する．

夫と妻はそれぞれ 1単位の時間を持っており，その時間を市場労働 n，家事労働 h，及び余

暇 lに配分する．市場労働を行うことにより，夫と妻はそれぞれ wM , wF の市場賃金を受け

取る．市場賃金は外生変数であるとする．市場労働から得られる所得の全額が消費財の購入

に充てられる．

c = wMnM + wF nF . (2)

家事サービス sは夫の家事労働 hM と妻の家事労働 hF を投入要素として生み出される．家

計内生産関数について次の CES関数を仮定する．

s = f(hM , hF ) = (hρ
M + hρ

F )
1
ρ , ρ < 1. (3)

家計内生産関数が夫の家事労働と妻の家事労働の間で完全代替であれば，すなわち ρ = 1で

あれば、夫と妻のいずれかが家事労働に特化してしまうが，本稿ではこのケースを除き，完

全代替でない場合を考える．

3.2 家計内分業時間の決定

以下では，家計の最適化問題を解くことにより，夫と妻の家事労働水準がどのように決定

されるのかを考える．なお、夫の労働時間について，下限制約 nM ≥ n̄M を考慮する．市場

に労働を供給する場合には家計の最適化行動に関係なく，一定の勤務時間や残業時間，通勤
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時間が必要であることを考慮している．家計が解く問題は以下のようである．

max
nM ,nF ,hM ,hF

u = c + s + v(lM , lF ),

s.t. c = wMnM + wF nF ,

s = f(hM , hF ) = (hρ
M + hρ

F )
1
ρ ,

lM = 1− nM − hM ,

lF = 1− nF − hF ,

nM ≥ n̄M .

時間制約を受けない場合 一階の条件より

wM =
∂v

∂lM
, wF =

∂v

∂lF
,

∂f

∂hM
=

∂v

∂lM
,

∂f

∂hF
=

∂v

∂lF
.

であり，これらの式から，wM = ∂f
∂hm

及び wF = ∂f
∂hf
を導くことができる．家計内生産関数

がCES型であることに注意すれば，夫と妻の家計内労働時間比率 hM

hF
は次のように表される．

hM

hF
=

(
wM

wF

)−σ

. (4)

ただし，σ ≡ 1
1−ρ である．以上より，次の命題が成立する．

命題 3.1. 夫婦間の家事分担比率と，市場における賃金格差の間には負の関係がある．

男女間賃金格差が大きいほど，夫が市場で働いた方が単位時間あたりで多く稼ぐことがで

きるので，夫の家事分担比率は低下する．また，時間制約がバインドしない場合，本稿の単

純なモデルでは，夫婦間の家事分担比率は，労働市場における男女間賃金格差のみによって

決まる．

時間制約を受ける場合 キューンタッカー条件より、

wM <
∂v

∂lM
, nM = n̄M ,

wF =
∂v

∂lF
,

∂f

∂hM
=

∂v

∂lM
,

∂f

∂hF
=

∂v

∂lF
.

であり，夫と妻の家計内労働時間比率は次のように表される．

h̄M

hF
<

(
wM

wF

)−σ

. (5)

ただし，h̄M = 1− n̄M − l̄M であり，l̄M は nM = n̄M の時の夫の余暇水準である．以上より

次の命題が成立する．
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命題 3.2. 家計が夫の市場労働供給量について下限制約を受ける場合，夫の家事労働分担比

率は，下限制約を受けない場合に比べて，過小である．

夫が労働市場である一定以上の労働供給を行うことを制約とし，その制約がバインドして

いる場合，夫の家事分担比率は，制約がない場合に比べて過小である．このとき，もし制約

が無ければ達成されたであろう効用水準を達成できていない．家計の厚生を最大化する行動

原理は (4)式で表されるように，夫と妻の労働市場における比較優位によって分担を決定す

ることであり，時間制約のバインドは制約によってそれがゆがめられていることを意味する．

この場合には，制約をゆるめる政策（たとえば，男性の育児休暇取得の推進など）によって，

家計の厚生を改善できる余地がある．

3.3 夫の家事育児参加の規定要因

前節のモデルを用いた分析により，夫婦間の家事分担比率は基本的には男女間賃金格差す

なわち夫婦間の労働市場における比較優位性に依存することが明らかになった．また，夫の

労働供給についての下限制約などの時間制約はこの最適な家事分担比率をゆがめることも明

らかになった．

本節では夫の家事育児参加の規定要因について，データを用いて数量的な分析を行う．被

説明変数は夫の家事育児参加を表す変数またはそこから抽出された主成分である．説明変数

として次の三つのグループを考える．第一に，比較優位性を表す変数である．この変数は前

節のモデルで示したように，家事育児協力を行う場合の機会費用を表し，夫の賃金または生

産性が高いほど，家事育児協力は少なくなると考えられる．第二に，時間制約を表す変数で

ある．この変数が有意に効く場合には制約がバインドしていることを表し，理論モデルで見

たような比較優位に基づく最適な家事分担がゆがめられていることを示唆する．第三に，性

別役割分担意識（ジェンダーイデオロギー）を表す変数である6．「女性は家庭にいるべき」と

いった役割意識が経済合理性をゆがめている可能性について検討する．

6実際の質問項目は，「仕事は男性，家庭は女性：男性は外で働き，女性は家庭を守るべきである」「育児は女性：

子供が 3 歳くらいまでは，母親は仕事を持たずに育児に専念すべきだ」「家族を養うのは男性：家族を（経済的に）

養うのは男性の役割だ」であり，それぞれに同意するかについて４段階で回答する．
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表
5:
夫
の
家
事
育
児
参
加
の
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定
要
因

O
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S

主
成
分

家
事
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力

育
児
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力

レ
ベ
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[2
.0

1
]*

*
[3

.5
5
]*

*
*

夫
婦
学
歴
格
差

-0
.0

2
1

-0
.0

1
1
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1
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1
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*
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3
]*
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*
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数
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3
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9
3
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7
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7
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1

1
7
2
5
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7
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8
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6
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0
.0

4
0
.0

4
0
.0

8

括
弧
内
は

t
値
の
絶
対
値
．
有
意
水
準
：

*
1
0
%
，

*
*
5
%
，

*
*
*
1
%
．

全
サ
ン
プ
ル
：
妻
が
出
産
可
能
年
齢
で
あ
る
共
働
き
家
計
．
被
説
明
変
数
が
育
児
協
力
ま
た
は
主
成
分
の
場
合
に
は
，
妻
が
出
産
可
能
年
齢
で
あ
り
子
供
が
一
人
以
上
い
る
共
働
き
家
計
．
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表 5は，推定結果をまとめたものである．夫婦間賃金格差は育児成分を被説明変数とした

場合を除き，夫の家事育児参加に有意に負の影響を与えている．これは理論モデルに整合的

な結果である．夫の賃金が高いほど，夫が家事労働を行う機会費用が大きいため，夫は家事

労働を行わない．育児成分を被説明変数とした場合に限って，夫婦間の賃金格差が説明力を

持たないことは注目に値する．育児に協力するかしないかの決定に当たっては，(4)式に表さ

れたような比較優位に従った分業が行われていない．この項目について有意に負の影響を与

えているのは時間制約であり，特に通勤時間の長さである．家事育児全般に対する協力を表

すレベル成分は夫婦間の比較優位によって決まるが，特に育児に協力するかどうかは時間制

約の影響を強く受けている．よって，男性についての育児休暇取得の促進など，この制約を

緩和する政策により，夫の家事育児に対する協力を促進することができる．

ジェンダーイデオロギー変数もそのいくつかは有意となった．結果で有意なものは全て負

であり，夫の家事育児協力を妨げている．「育児は女性が行うべき」と考えていれば育児に協

力していないなど，その解釈は容易である．ところで，イデオロギー変数が有意であることか

ら，時間制約の緩和という政策の有効性について一つの疑念が生じる．すなわち「育児は女

性が行うべき」というイデオロギーが夫の育児協力を妨げているならば，たとえ時間制約が

ゆるんだとしても，イデオロギーに反するとして夫が育児に協力しない可能性がある．時間

とイデオロギーという二つの制約が経済合理性に基づく選択をゆがめている場合，制約のう

ち一つをゆるめても効果があるとは限らない．この場合には，時間制約の緩和とともに，意

識改革も必要ということになる．

このことを議論するため，イデオロギー変数と時間制約変数のクロス項を説明変数に追加

した分析を行った．「育児は女性が行うべき」と考えている場合とそうではない場合について，

係数ダミーを利用した場合分けを行い，時間制約変数が育児協力に与える影響を分析した結

果を表 6に示した．「育児は女性が行うべき」という意識を持っている場合にも，むしろその

場合に強く，労働時間と通勤時間の制約が夫の育児協力を妨げている．このことは，「育児は

女性が行うべき」と考えている家庭においてこそ，時間制約がゆるめば夫が育児に協力する

ことを表す．解釈として，このような家庭が「育児は女性が行うべき」と答えたのは，頑迷

な性別役割分担意識の現れではなく，むしろ「夫には時間がないから」といった理由であっ

たことが考えられる．換言すれば，夫の厳しい時間制約が，「育児は女性が行うべき」という

イデオロギーの形成と，実際に女性が育児を行っているという事実の両方に影響を与えてい

たと解釈できる．以上より，時間制約をゆるめた場合にも，イデオロギーに反するとして夫

が育児に協力しないのではないかという疑念に対する本稿の分析結果は否定的である．男性

についての育児休暇取得の促進など，時間制約を緩和する政策は，ジェンダーイデオロギー

にかかわらず有効であると言える．
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4 まとめ

本稿は、夫の家事育児参加が出産行動にどのような影響を与えるのか，また夫の家事育児

参加がどのような要因によって決まるのかを考察した．本稿の実証分析により得られた結果

は次の通りである．

夫の家事育児協力を表す変数のうち，全般的な協力（第一主成分）については，本稿の理

論モデルが示唆するように，夫婦間の労働市場における比較優位（男女間賃金格差）に依存

して決まることが明らかとなった．夫婦間の賃金格差が縮まるほど，夫の家事育児に対する

全般的な協力が高まる．一方，育児協力（第二主成分）については，夫の労働市場における時

間制約がバインドしていることが示された．このことは時間制約がない場合に達成できる効

率的な育児分担比率が達成されず，夫の育児分担が過小になっていることを示唆する．よっ

て時間制約をゆるめる政策（男性の育児休暇取得の促進など）を進めることで， 家計の家事

育児分担を最適な方向へと向かわせることができる．

厚生労働省「平成 19年度女性雇用管理基本調査」によると，在職中に出産した者又は配偶

者が出産した者に占める育児休業取得者の割合（育児休業取得率）は，女性の 88.5%に対し

て，男性は 0.57%と相当低位にとどまっている．男性の育児休暇取得率が低いもっとも大き

な理由は，夫の収入が家計を支えている家庭が大半の中で，夫が育児休暇をとることが，家

計の圧迫につながるためであると考えられる (松田, 2006)．したがって，男性およびその家

庭のニーズにより即した制度とするため，短期の育児休業にはより手厚い所得保障を用意す

る，育児休業を分割して取得することを認めるなど，個々の実情にあわせた公的支援がより

一層整備されることが望まれる．

夫の家事育児分担が出生率に与える影響を分析した本稿前半部の分析では，夫の家事育児

協力が高まることで「子供がもう一人欲しい」と答える確率が高まることが示された．時間

制約が緩和されることにより，男性の育児に対する協力が進み，出生率にも一定の正の影響

を及ぼすことが期待される．
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表 6: 時間制約緩和政策の有効性

OLS

主成分「育児」

（比較優位）

夫婦収入格差 -0.012

[0.20]

夫婦学歴格差 -0.010

[0.23]

（時間的余裕）

夫：正規雇用 0.334

[0.73]

夫：自営業 0.333

[0.71]

（イデオロギー変数とのクロス項）

育児は女性（Yes）

　　夫：労働時間 -0.044

[1.73]*

　　夫：通勤時間 -0.455

[3.67]***

育児は女性（No）

　　夫：労働時間 -0.047

[1.93]*

　　夫：通勤時間 -0.217

[1.39]

（イデオロギー）

仕事は男性，家庭は女性 0.010

[0.25]

家族を養うのは男性 0.000

[0.00]

定数項 0.279

[0.55]

サンプル数 593

決定係数 0.03

括弧内は t 値の絶対値．有意水準：*10%，**5%，***1%．

全サンプル：妻が出産可能年齢であり子供が一人以上いる共働き家計．
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